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自動車整備分野特定技能評価試験の実施状況について

 試験実施主体
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

 試験場所
令和元年１２月 ４ 日～ フィリピン共和国
令和２年 ９ 月２５日～ 日本国内において試験開始

※９月１８日記者発表

 試験実施状況（令和２年９月末時点）
受験者数：３２名
【内訳】
○令和元年１２月：１２名
○令和２年 １月： ５名
○令和２年 ２月： ５名
○令和２年 ３月：１０名

 試験結果状況
合格者数：２５名（合格率：約78.1％）
【内訳】
○令和元年１２月：１２名中１２名（合格率：100％）
○令和２年 １月： ５名中 ２名（合格率： 40％）
○令和２年 ２月： ５名中 ４名（合格率： 80％）
○令和２年 ３月：１０名中 ７名（合格率： 70％）

自動車整備分野における特定技能外国人として、日本で就労するためには、
自動車整備に係る技能確認として、

・「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定
試験３級」に合格

・「技能実習制度」における自動車整備職種の第２号技能実習を修了

する必要があり、「自動車整備分野特定技能評価試験」については、次のと
おり実施している。


